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は じ  め に 

 

本県では、 1982 年を「 かながわ女性元年」 と し て、 婦人総合

センタ ー（ 現かながわ男女共同参画センタ ー） を開設すると と

も に、「 かながわ女性プラ ン」 を策定し 、 女性への暴力対策にい

ち早く 取り 組んでき まし た。  

「 配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」

が制定さ れ、 2002 年に配偶者暴力相談支援センタ ーを設置し 、

2006年には「 かながわＤ Ｖ 被害者支援プラ ン」を策定し まし た。

その後、 2009 年及び 2014 年の２ 度にわたり 、 改定を行いなが

ら 、 市町村や民間団体、 警察本部等の関係機関と 連携し 、 Ｄ Ｖ 防止と 被害者支援に取り 組んで

き まし た。なお、2014 年改定の際は、プラ ンの名称を「 かながわＤ Ｖ 防止・ 被害者支援プラ ン」

に変更し 、 男性相談窓口の設置や専門相談の強化、 同伴児童の心理的ケア、 交際相手から の暴

力（ いわゆる「 デート Ｄ Ｖ 」） の防止など、 取組みを強化し まし た。 し かし ながら 、 県配偶者暴

力相談支援センタ ーの相談件数は毎年５ 千件前後にのぼるなど、 依然と し て課題が残さ れてい

ます。  

近年、 Ｄ Ｖ が背景にあると 考えら れる痛まし い事件が発生し ています。 また、 子ども の目の

前での暴力（ いわゆる「 面前Ｄ Ｖ 」） による心理的虐待が子ども に与える影響など、 様々な問題

点が指摘さ れています。  

こ う し た課題を踏まえ、 今回のプラ ンでは新たに、 Ｄ Ｖ を未然に防止するため、 お互いを大

切にし 合う コ ミ ュ ニケーショ ン能力を 身につける啓発事業など、 Ｄ Ｖ 防止の取組みを充実・ 強

化するこ と と し まし た。 また、 引き 続き 市町村や民間団体、 関係機関と 幅広く 協働・ 連携し な

がら 、 Ｄ Ｖ に対する理解を 深めるための若い世代を はじ めと し た意識啓発などに取り 組むと と

も に、 被害者や同伴児童に対する支援に取り 組んでまいり ます。  

なお、 プラ ンの改定にあたっ ては、 神奈川県男女共同参画審議会や神奈川県Ｄ Ｖ 対策推進会

議の委員の皆様をはじ め、 多く の県民の皆様から 貴重なご意見やご提案を頂き まし た。 皆様の

ご協力に深く 感謝申し 上げます。  

引き 続き 、 Ｄ Ｖ 防止と 被害者支援に取り 組み、 暴力の根絶と 一人ひと り の人権が尊重さ れる

社会の実現をめざし てまいり ますので、 皆様の温かいご理解と お力添えをお願いいたし ます。  
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  ◆本計画における主な用語の説明◆ 
 

〇 「 Ｄ Ｖ （ ド メ スティ ッ ク ・ バイ オレンス）」：  

「 Ｄ Ｖ 」 と いう 言葉は、 直訳すると 「 家庭内の暴力」 と なり ますが、 本

計画においては、「 配偶者等（ 配偶者や交際相手等の親密な関係にある、 又

はあっ た者） から の暴力」 と いう 意味で記載し ています。  

 

○ 「 Ｄ Ｖ 防止法」 ／「 配偶者」「 配偶者等」：  

  本計画においては、「 配偶者から の暴力の防止及び被害者の保護等に関す

る法律」 を「 Ｄ Ｖ 防止法」 と 記載し ています。  

  Ｄ Ｖ 防止法における「 配偶者」 は、婚姻の届出をし ていないいわゆる「 事

実婚」 の相手を含みます。  

 

 

 

 

 

  ただし 、本計画においては、生活の本拠を共にし ない交際相手も 含め「 配

偶者等」 と 記載し ています。  

 

〇 「 被害者」：  

Ｄ Ｖ 防止法における「 被害者」 と は、 配偶者から 暴力を受けた者をいい

ます。（ 男性、 女性の別を問いません。）  

ただし 本計画においては、 Ｄ Ｖ 防止法の対象外の場合であっ ても 、 配偶

者等から の暴力を受けた者を「 被害者」 と し ています。  

「 Ｄ Ｖ 防止法」 の適用範囲について：  

・ Ｄ Ｖ 防止法上の「 配偶者から の暴力」 には、 離婚後（ 事実上離婚し たと 同様の事

情に入るこ と を含みます。） も 引き 続き受ける暴力を含みます。  

・ 生活の本拠を共にする交際相手（ 婚姻関係における共同生活を営んでいないも の

を除く 。） から の暴力にも 準用さ れ、 さ ら に、 生活の本拠を共にする交際をする関

係を解消し た後も 引き続き 受ける暴力を含みます。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 「 暴力の種類」：  

Ｄ Ｖ 防止法における「 暴力」 と は、「 身体に対する暴力」 又は「 こ れに準

ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」 を指し ます。  

暴力には以下のよう な種類があり 、 本計画においては、 以下のよう な行

為を広く 暴力と し て扱っ ています。  

 

・  身体的暴力 … 殴る／蹴る／首を絞める／タ バコ の火を 

押し 付ける など 

・  精神的暴力 … 暴言を吐く ／脅かす／無視する／浮気・ 不貞を 

疑う  など 

・  経済的暴力 … 生活費を渡さ ない／女性が働き 収入を得るこ と を

妨げる／借金を重ねる など 

・  社会的暴力 … 外出や、 親族・ 友人と の付き 合いを制限する／ 

メ ールを見たり 、 電話をかけさ せないなど交友 

関係を厳し く 監視する など 

・  性的暴力  … 性行為を強要する／ポルノ を見せたり 、 道具の 

よう に扱う ／避妊に協力し ない など 

 

 

 

 

（ *１ ）： Ｄ Ｖ 防止法における「 暴力」 のう ち、 保護命令が発令さ れる要件と なる「 暴力」 は、 身体

に対する暴力又は生命等に対する脅迫のみと し ています。  

また、 Ｄ Ｖ の発見者による通報や、 警察官による被害の防止、 警察本部長等の援助に関す

る規定は、 身体に対する暴力のみを対象と し て整理さ れています。  

また、「 こ れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」 について、 国は暴力を「 身体的暴

力」、「 精神的暴力」（ 本計画における「 経済的暴力」「 社会的暴力」 を含める） 及び「 性的暴

力」 の３ つに分類し たう えで「 精神的暴力」 及び「 性的暴力」 を 指すと し 、 刑法上の脅迫に

当たるよう な言動も こ れに該当する（ 軽微なも のは除く ） と し ています。  

（ *１ ）  
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